
許

可

申

請

者 

農

業

委

員

会 

県 
 
 

知 
 
 

事 
県

農

業

会

議 

②申請書の受付・審査（受付締切毎月 15日） 
③現地調査、書類の審査及び補完整備 
④事前審査会の審査 
⑤農地部会において意見の決定 

届 
 

出 
 

義 
 

務  

者 
 

農

業

委

員

会 

・ 随時受付し、農業委員へ通知後、概ね 7日以内に受理、 
  不受理を決定 
・ 毎月 15日までに専決した案件を農地部会へ報告 

○ 農地の転用手続 

 

 （１）農地法第4条・5条県知事許可分 

 

 

     ① 許可申請書の提出     ⑥ 申請書の送付       ⑦ 諮 問 

                     （意見書添付） 

 

                    ⑨ 許可（不許可） 

     ⑩ 許可書の交付         指令書          ⑧ 答 申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 市街化区域の転用 

 

 

                 ① 届出書 

 

 

 

 

 

                 ② 受理通知書の交付 

 

 

 

 

 

 


